
 

 

 

 

 

町有地売却申込要領 
 

（申し込み先着順売却物件） 

 

 

 

 

 

物件番号 所 在 地 実測面積 用 途 地 域 

２ 
安芸郡熊野町 

中溝一丁目 1768番 3 
240.67㎡ 市街化調整区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊野町総務部財務課 

 

 

【申込先・問合せ先】 

〒731-4292 

広島県安芸郡熊野町中溝一丁目 1番 1号 

担当：総務部財務課 

電話：082-820-5632 
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申込みから所有権移転までの流れ 

 

※２ページ以降の「町有地売却申込要領」を必ずお読みください。 

※各物件は現状有姿での引き渡しになります。必ず現地を確認の上、お申し込みください。 

 

● 申込みの受付                                   

 

土地の購入希望者は「財産譲受願」、「誓約書」、「添付書類」を準備して申込みをしてください。 

〇 受付期間 

  随時受付します（次回の一般競争入札等による処分手続きが開始されるまでの間）。  

   〇 受付時間 

午前８時 30分～午後５時 15分（正午～午後１時を除く） 

   〇 受付場所 

熊野町役場 総務部財務課（南館３階） 

   〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号  ℡ 082-820-5632 

 

● 契約の締結                                       

 

  別に定める様式の契約書により、申込者と売買契約を締結します。 

  

● 売買代金の支払い                                    

   

（１）即納の場合 

   契約締結日から金融機関の営業日である 10日以内にお支払いいただきます。 

（２）支払期日延期の場合 

契約締結日から金融機関の営業日である 10日以内に、契約保証金をお支払いしていただき

ます。売買代金から契約保証金を差し引いた残額の支払いは、別に定める指定期日までにお

支払いしていただきます。 

   

● 所有権の移転                                  

   

所有権は、売買代金完納と同時に移転し、物件を現況のまま引き渡します。 

※所有権移転の登記手続きは、売買代金が完納されたことを確認した後、熊野町が広島法務局に

対して嘱託します。 

 

● 注意事項                                    

 

 ※物件は現況のままで引き渡します。要領や物件調書の注意事項等を確認の上、必ず現地をご確

認ください。 
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町有地売却申込要領 

 

次の売却物件については、次回の一般競争入札等による処分手続きを開始するまでの間、申込み先

着順により、この要領に記載している売出価格で売却します。 

 

 

１．売却物件                                     

 

物件番号２ 

所在地 
公 簿 現 況 

売出価格 
地目 地積 地目 実測面積 

中溝一丁目1768番3 宅地 240.67㎡ 雑種地 240.67㎡ 8,680,000円 

  

 ※売却物件の詳細については、物件調書（15ページ）をご覧ください。 

※物件は現況のままで引き渡します。（図面と現況が相異している場合は、現況が優先します。） 

※現地説明会は実施いたしません。申込み前に必ず現地状況をご確認ください。 

 

 

２．物件の確認                                     

 

（１）現地及び図面により敷地の範囲及び土地・空中工作物の位置を確認してください。 

 

（２）土地の利用や建物を建築するにあたっては、建築基準法及び自治体の条例等により指導等がな

される場合がありますので、利用等に係る法令上の諸規制等については、必ず関係機関にご確認

ください。 

 

（３）立木の伐採、雑草の草刈等、地上・地下・空中工作物の補修・撤去等の負担及び調整は、物件

敷地の内外及び所有権等の権利の帰属主体の如何を問わず、一切熊野町では行いません。 

 

（４）上下水道、電気等の供給処理施設に係る補修、撤去や引き込み工事の実施、これらに必要な費

用を負担、供給処理施設への負担金の支払い等は一切熊野町では行いませんので、供給処理施設

の管理者等に対して事前にお問い合わせのうえ、対応してください。 

 

※必ず現地をご確認いただき、各種法規制や供給処理施設の状況、必要となる手続きや費用負担等

を調査確認し、ご了解のうえでお申し込みください。なお、物件説明と現況が相違している場合

は、現況が優先します。 
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３．契約に当たって付する主な特約                          

 

（１）公序良俗に反する使用の禁止 

売却物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第

２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公

序良俗に反する用に使用してはなりません。 

 

（２）風俗営業等の禁止 

売却物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２

条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業の用に使用してはなりませ

ん。 

 

（３）実地調査等 

（１）、（２）について、本町において必要があると認めるときは、実地調査等を行いますが、

買主は協力義務があります。 

 

（４）違約金 

（１）、（２）の条件に違反したときは、町の定める金額を違約金として町に支払わなければな

りません。 

 

 

４．申込み参加資格                                  

 

申込みされる方が次に掲げる事項に該当しない者であれば、個人、法人または、２人以上の共有

名義を問わず、どなたでも申込みできます。 

 

（１）申込みにかかる契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

 

（２）次のいずれかに該当する者でその事実があった後、３年を経過していない者及びその者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

① 熊野町との履行契約に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者 

② 熊野町の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成

立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

③ 熊野町の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は町との契約者が契約を履行するこ

とを妨げた者 

④ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に

当たり職員の職務の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由なくして、熊野町との契約を履行しなかった者 

 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号から第

６号に該当する者 
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（４）市町村税を滞納している者 

 

（５）上記の他、申請に不正があった者、又は、熊野町の審査により売却の相手方として不適切であ

ると判断された者 

 

 

５．申込み方法等                                 

 

（１）受付期間 

随時受付します（次回の一般競争入札等による処分手続が開始されるまでの間）。 

午前８時 30分～午後５時 15分（ただし、正午～午後１時を除く） 

※閉庁日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始）は受付を行いません。 

 

（２）受付場所 

熊野町役場 総務部 財務課 

〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号（℡082-820-5632） 

 

（３）申込方法 

様式「財産譲受願」（11ページ）、「誓約書」（13ページ）に必要事項を記入又は押印（印鑑証明

書の印）し、次の書類を添えて熊野町 総務部 財務課へ郵送（簡易書留（申込者費用負担））又は

直接持参により申込んでください（FAX、電子メール等は無効）。 

 

（４）添付書類 

① 個人の場合 

ⅰ 住民票（世帯全員の表示があり、個人番号・本籍の記載のないもの）の写し  ・・ １通 

ⅱ 印鑑登録証明書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １通 

ⅲ 市町村税の納税証明書  ・・・・・・・・・・・・・・・・ １通 

② 法人の場合 

ⅰ 商業・法人登記事項証明（履歴事項全部証明書）  ・・・・ １通 

ⅱ 印鑑証明書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １通 

ⅲ 市町村税の納税証明書  ・・・・・・・・・・・・・・・・ １通 

 

※ⅰ、ⅱ、ⅲについては、発行後３ヶ月以内のもの。 

   ※上記①ⅲ及び②ⅲの「市町村税の納税証明書」は、熊野町税の滞納がないことを証明する文

書で、熊野町 住民生活部 税務住民課（熊野町役場１階・082-820-5603）で交付を受けるこ

とができます。熊野町以外の住所地の方は、それぞれの市役所・町村役場へお尋ねください。 

 

（５）申込みに当たっての留意事項 

① 申込みに当たっては、１社（１世帯）につき１申込みとなります。 

② 所有権の移転登記の際に共有の希望がある場合は、共有予定者全員の連名で申込みをしてくだ

さい。その際には、様式「財産譲受願」（11ページ）に各々の共有持分を明記の上、共有予定者
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全員の連名で申込みをしてください。連名で申し込みされる場合は、連名者全員についての書

類の提出が必要です。 

  ③ 申込みが同時に行われた際には、職員の抽選により申込順を決定することとします。 

 

 

６．契約の締結                                   

 

（１）売買契約書の提出 

申込者は記入押印した契約書案を２通提出していただきます。 

 

（２）契約の締結 

売買契約の締結は、申込者が契約書を提出した後に、速やかに行います。 

※売買契約は、「申込者」名義で締結することとなります。 

※共有名義で申込みした場合は、「共有者全員」の名義で締結することとなります。 

 

（３）契約費用 

売買契約書の１通（町が保管する分）には、契約金額に応じて収入印紙を申込者の負担により

貼付していただきます。 

 

 

７．売買代金の支払方法                               

 

（１）即納の場合 

① 申込者は、熊野町が発行する納入通知書により契約締結日から金融機関の営業日である 10 日

以内に支払わなければなりません。 

② 契約締結後、売買代金の支払いが指定期日までに行われなかった場合には、売買契約を解除す

ることになりますので、御注意ください。 

 

（２）支払い期日延期の場合 

① 契約保証金 

申込者は、契約保証金（売買金額の 10／100に相当する金額（１円未満切上げ））を支払って

いただきます。支払方法については、熊野町が発行する納入通知書により契約締結日から金融

機関の営業日である 10日以内に支払わなければなりません。 

② 売買代金 

売買代金の完納期限は、別に定める指定期日までとなります（概ね１カ月程度）。 

支払方法については、契約保証金が売買代金の一部に充当された残金について、熊野町が発

行する納入通知書により指定期日までに指定金額をお支払いしていただきます。 

③ 違約金 

契約締結後、売買代金のお支払いを指定期日までに行わなかった場合には、売買契約を解除

のうえ、契約保証金は違約金として熊野町に帰属し、お返ししません。御注意ください。 

  ④ その他 

契約保証金は、その受入期間について利息を付けません。 
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８．所有権の移転等                                 

 

（１）物件の引き渡し 

売買代金が完納されたときに所有権の移転があったものとし、物件を現況のまま引き渡します。

（図面等と現況が相異している場合、現況が優先します。） 

 

（２）所有権登記 

所有権の移転登記は、売買代金完納が確認された後、熊野町が行います。 

住宅ローン等金融機関からの借受金担保のために、所有権移転登記の連件として抵当権設定登

記等を同時申請される際には、別途ご相談ください。 

 

（３）公租公課等 

所有権の移転登記に必要な登録免許税等契約に必要な一切の費用は、購入者の負担となります。 

 

（４）共有者全員の名義で売買契約を締結した物件については、共有名義で所有権の移転登記を行い

ます。共有持分について熊野町にご連絡ください。 

 

（５）申込者は売却物件の所有権登記前に、その物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡すること

はできません。 

 

 

９．その他の注意事項                                

 

（１）不正な申込みがあった場合は、その申込みを取り消すことがあります。 

 

（２）物件の引き渡しは現状のままで行いますので、必ず現地を確認してください。 

 

（３）現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。 

 

（４）建物を建築するに当たっては、建築基準法及び県、町の条例等により、指導等がなされる場合

や開発負担金が必要となる場合がありますので、関係機関に御確認ください。 

 

（５）売買契約締結の日から売却物件の引渡しの日までの間において、熊野町の責めに帰すことので

きない理由により、売却物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は、申込者の負担

とします。 

 

（６）申込者が、売買契約に定める義務を履行しないために、熊野町に損害を与えたときは、その損

害を賠償しなければなりません。 

 

（７）売却物件の活用にあたっては、法令等の規制を必ず厳守しなければなりません。 
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【特記事項】 

 

物件番号２【中溝一丁目 1768番 3】 

（１）土地の現況について 

・以前は町営住宅の敷地として使用されていたため、建物は撤去されていますが、当時のアスファル

ト舗装等が一部残置されています。 

・土地の東側の境界の手前で約１．３ｍ程度一段低くなっている個所があります。また、東側の境界

の一部で隣接地からの竹林が越境しています。 

・地下については埋蔵物調査、土壌汚染調査等は行っていません。 

・上記を含め、現状有姿での引き渡しとするため、事前に現地を確認し、関係者と協議する等、土地

利用計画に合わせた適切な処置を各自の負担と責任で行ってください。 
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土地売買契約書 

 

 

熊野町を甲とし、        を乙として、甲と乙は、次のとおり土地売買契約を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 甲は、その所有する次の土地（以下「土地」という。）を乙に現況で売り渡し、乙は甲から事前

に配布された資料及び現地等を確認し、一切の疑義なくこれを買い受けることを約した。 

【物件番号２】 

所  在 地 番 
公  簿 売払土地 

備 考 
地 目 地積（㎡） 地 目 面積（㎡） 

熊野町中溝一丁目 1768番 3 宅地 240.67㎡ 雑種地 240.67㎡ 現況渡し 

 （売買代金） 

第２条 乙が甲に支払う土地の売買代金（以下「代金」という。）は、金          円とす

る。 

 （代金の納付及び遅延利息） 

第３条 乙は、第２条の代金を甲の発行する納入通知書により、甲の定める納付期日までに納付しなけれ

ばならない。 

２ 乙は、代金を納付期日までに完納しないときは、納付期日の翌日から遅延金額を納付した日までの期

間に応じ、当該遅延金額につき年 14.5パーセントの割合（ただし、各年の延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）第 93条第 2項に規定する平均貸付割合をいう。）に

年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年 7.25パーセントの割合に満たない場合

には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25パーセントの割合を加算した

割合とする。）で算定した金額を遅延利息として甲に支払うものとする。 

 （所有権の移転） 

第４条 土地の所有権は、乙が代金を甲に全額を納付したときに、乙に移転する。ただし、前条第２項に

規定する遅延利息が生じている場合には、土地の所有権は、乙が代金及び当該遅延利息の全額を納付し

たときに甲から乙に移転するものとする。 

 （土地の引渡し） 

第５条 甲は、前条の規定により、土地の所有権が乙に移転したときに引渡しがあったものとする。 

 （登記手続等） 

第６条 この契約による土地の所有権移転の登記は、第４条の規定により土地の所有権が甲から乙に移転

した後、乙の請求により、甲が嘱託して行うものとし、乙は、甲に対し、当該登記手続に必要な書類そ

の他を提供し、これに協力するものとする。 

２ 前項の規定による土地の所有権移転の登記に要する登録免許税その他一切の費用は、乙の負担とす

る。 

 （危険負担） 

第７条 乙は、この契約締結の時から土地の引渡しのときまでにおいて、当該土地が、甲の責めに帰すこ

とのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対しての代金の減免を請求しない。 

（契約不適合責任） 

第８条 乙は、第４条の規定により土地の所有権が甲から乙に移転した後においては、当該土地が種類・
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品質・数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるときに、当該契約不適合を理由として、履

行の追完、費用の負担、代金の減額、この契約の解除、又は損害賠償の請求をしない。 

 （禁止用途） 

第９条 乙は、土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する

業の用に供してはならない。 

２ 乙は、土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所又はその他これに類するものの用に供し、ま

た、これらの用に供されることを知りながら、土地の所有権を第三者に移転し、又は土地を第三者に貸

してはならない。 

 （実地調査等） 

第１０条 甲は、前条に定める特約の履行状況を確認するため、随時に実地調査を行うことができる。 

２ 乙は、正当な理由なくして前項に定める実地調査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 

 （違約金） 

第１１条 乙は、第９条又は前条第２項の規定に違反したときは、甲に対し、違約金を支払わなければな

らない。 

２ 前項の違約金の額は、第２条に規定する代金の１００分の１０に相当する額とする。 

３ 第１項の規定による違約金は、損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

 （契約の解除） 

第１２条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告しないで、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

 (1) 乙が、この契約の規定に違反したとき。 

(2) 乙が、この契約による義務を履行しないとき。 

(3) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店

若しくは営業所（常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）

が、暴力団の関係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。 

(4) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認

められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると

認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 

(5) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると

認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団

の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

(6) 前３号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

(7) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 

（返還金等） 

第１３条 甲は、前条の規定により、解除権を行使したときは、乙が支払った代金を返還する。ただし、

当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、前条の規定により、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が負担した契約の費

用は返還しない。 

 （有益費等請求権の放棄） 

第１４条 乙は、この契約が解除された場合において、乙がこの土地に支出した必要費、有益費その他一

切の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。 
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 （乙の原状回復義務） 

第１５条 乙は、甲が第１２条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに土地を原

状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が土地を原状に回復させることが適当でないと認め

たときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書の場合において、土地が滅失又はき損しているときは、契約解除時の時価により

減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害

を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該土地

について甲を登記権利者とする所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。 

 （損害賠償） 

第１６条 乙は、第１２条の規定によりこの契約が解除された場合は、第４条の規定により土地の所有権

が甲から乙に移転した日からこの契約が解除された日までの土地の賃貸料に相当する額（甲の算定する

額）を、損害賠償金として、甲に支払わなければならない。 

２ 前項の場合において、乙がこの契約による義務を履行しないため、甲に与えた損害額が同項の損害賠

償金の額を超えるときは、乙は、同項の損害賠償金のほか、その超える額を、甲の算定するところによ

り、甲に支払わなければならない。 

 （返還金の相殺） 

第１７条 甲は、第１３条第１項の規定により代金を返還する場合において、乙が第１５条第２項又は前

条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部と相殺するこ

とができる。 

 （契約の費用） 

第１８条 この契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

 （信義誠実の義務・疑義の解決） 

第１９条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ この契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上、決定する。 

 （裁判管轄） 

第２０条 この契約に関する訴えの管轄は、甲の事務所の所在地を管轄区域とする広島地方裁判所とす

る。 

 

 この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その１通を所持

する。 

  

 令和  年  月  日 

 

      甲   熊 野 町 

代表者 熊野町長 三 村 裕 史 

 

 

      乙   住 所 

 

          氏 名 

 

※売買代金を延期して納付する場合は、関連条項に一部変更があります。 
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様式第92号（第175条関係） 

財  産  譲  受  願 

 

  令和  年  月  日   

 

  熊 野 町 長 様 

 

申 請 人                  

住    所             

氏名又は名称
及び代表者氏名

               ○印   

 

 次のとおり財産を譲渡してください。 

財 産 の 

表 示 

所在 

    安芸郡熊野町中溝一丁目1768番3 

明細 

    土地 

用 途     

希望価格              円 

代 金 の 

支払方法 

納付書払い 

 添付書類 

  【個人の場合】 

 ○住民票（世帯全員の表示があり、個人番号・本籍の記載の無いもの）の写し １通 

○印鑑登録証明書 １通 

 〇市町村税の納税証明書 １通 

  【法人の場合】 

    〇商業・法人登記事項証明（履歴事項全部証明書） １通 

    〇印鑑証明書 １通 

    〇市町村税の納税証明書 １通 
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記載例 

様式第92号（第175条関係） 

財  産  譲  受  願 

 

令和５年１０月１３日   

 

  熊 野 町 長 様 

 

申 請 人                

住   所  安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号  

                     
氏名又は名称
及び代表者氏名

  熊野 太郎     ○印   

 

 次のとおり財産を譲渡してください。 

財 産 の 

表 示 

所在 

    安芸郡熊野町中溝一丁目1768番3 

明細 

    土地 

用 途     住宅用の敷地として 

希望価格 ８，６８０，０００円 

代 金 の 

支払方法 

納付書払い 

 添付書類 

  【個人の場合】 

 ○住民票（世帯全員の表示があり、個人番号・本籍の記載の無いもの）の写し １通 

○印鑑登録証明書 １通 

 〇市町村税の納税証明書 １通 

  【法人の場合】 

    〇商業・法人登記事項証明（履歴事項全部証明書） １通 

    〇印鑑証明書 １通 

    〇市町村税の納税証明書 １通 

熊
野 

印鑑（登録）

証明書の印

を押印くだ

さい。 

売出価格以上

の額を記入く

ださい。 
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誓 約 書 

 

 

 

町有地売却の申込みにあたり、町有地売却申込要領（以下「申込要領」という）の内容、熊野町財務規

則を承諾の上、次の事項を誓約します。 

 

１ 私は、申込要領「４．申込み参加資格」に記載する、申込みできない者に該当しません。 

２ 私は、申込要領、売却物件の状況、売却物件を現地で確認した上で売却物件が現状のままで引き渡さ

れること等全て承知の上申込みしますので、後日これらの事項について熊野町に対し、一切異議、苦情

等を申し立てません。 

 

 令和  年  月  日 

 

熊 野 町 長 様 

 

 

１ 申込者 

                〒 

  住 所                           
（所在地） 

  氏 名                          印 
（法人名及び代表者名） 

  電話番号                              

   

 

 

２ 申込物件 

物件番号 所      在      地 

２ 安芸郡熊野町中溝一丁目1768番3 
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記載例 

 

 

誓 約 書 

 

 

 

町有地売却の申込みにあたり、町有地売却申込要領（以下「申込要領」という）の内容、熊野町財務規

則を承諾の上、次の事項を誓約します。 

 

１ 私は、申込要領「４．申込み参加資格」に記載する、申込みできない者に該当しません。 

２ 私は、申込要領、売却物件の状況、売却物件を現地で確認した上で売却物件が現状のままで引き渡さ

れること等全て承知の上申込みしますので、後日これらの事項について熊野町に対し、一切異議、苦情

等を申し立てません。 

 

 令和５年１０月１３日 

 

熊 野 町 長 様 

 

 

１ 申込者 

               〒７３１－４２９２ 

  住 所     安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号 
（所在地） 

  氏 名     熊野 太郎                印 
（法人名及び代表者名） 

  電話番号    ０８２－８２０－５６３２                          

                              

   

 

 

２ 申込物件 

物件番号 所      在      地 

２ 安芸郡熊野町中溝一丁目1768番3 

 

 

  

熊
野 

印鑑（登録）

証明書の印

を押印くだ

さい。 
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物 件 調 書 

物件番号 ２  

※物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず申込者ご自身において、現地及び諸規 

制等について調査確認を行ってください。 

所 在 地 熊野町中溝一丁目 1768番 3 

地  積 

公簿 現況 

地目 地積 地目 面積 

宅地 240.67㎡ 雑種地 240.67㎡ 

利用の現状 更地 

形 状 等 地籍図のとおり 

接面道路の状況 南西側 舗装町道 幅員約 3.8ｍ 

区域区分 

市街化調整区域 

※戸建住宅建築の可否については、具体的な計画をもって広島県西部建設事

務所へ事前に相談していただく必要があります。 

用途地域 無指定（建蔽率 70％、容積率 400％） 

防火指定 建築基準法 22条区域 

供給処理施設 

電  気 
中国電力ネットワーク（株）にご

確認ください。 
下 水 道 

熊野町役場 下水道課にご確認くだ

さい。（区域外のため要相談） 

上 水 道 
広島県水道広域連合企業団 熊野事

務所にご確認ください。 
都市ガス ― 

交 通 機 関 【広島電鉄バス】 熊野町役場前バス停 400ｍ 

公共機関等 

役 場 約 300m（熊野町役場） 交番等 約 500m（熊野交番） 

保育園 約 1.0km（くまの中央保育園） 消 防 約 1.5km（熊野出張所） 

小学校 約 800m（熊野第一小学校） 郵便局 約 400m（熊野西郵便局） 

中学校 約 1.1km（熊野中学校）、約 1.6km（熊野東中学校） 

注意事項 

・以前は町営住宅の敷地として使用されていたため、建物は撤去されています 

が、当時のアスファルト舗装等が一部残置されています。 

・土地の東側の境界の手前で約１．３ｍ程度一段低くなっている個所がありま 

す。また、東側の境界の一部で隣接地からの竹林が越境しています。 

・地下については埋蔵物調査、土壌汚染調査等は行っていません。 

・上記を含め、現状有姿での引き渡しとするため、事前に現地を確認し、関係

者と協議する等、土地利用計画に合わせた適切な処置を各自の負担と責任

で行ってください。 
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物件番号２ 熊野町中溝一丁目 1768番 3 

 

● 区  分：土地 

● 実測面積：240.67㎡ 

● 区域区分：市街化調整区域 

● 交  通：広島電鉄バス 熊野町役場前バス停 400ｍ 

 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地写真 

物件番号２ 

写真① 写真② 
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地 籍 図 

 

写真① 

写真② 


